
藤掛病院介護医療院　重要事項説明書

　１．事業所の概要

　事業所名

　所在地

　管理者名

　FAX番号

　事業所指定番号

　藤掛病院介護医療院

　岐阜県可児市広見８７６番地

　垂水　香理

　０５７４－６２－００３０

　０５７４－６３－６７５０

　２１Ｂ３１０００１４

　電話番号

　　配慮し、長期に療養生活を送るのにふさわしいプライバシーの尊重や家族や地域住民との交流

　法人番号 　９２００００５００７１６９

　２．事業者の概要

　事業者の名称 　医療法人　馨仁会

　法人所在地 　岐阜県可児市広見８７６番地

　代表者名 　理事長　藤掛　仁博

　３．事業の目的と運営方針

　（１）事業の目的

　　介護医療院は「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」として、平成３０年４月より

　　創設された介護保険施設です。介護医療院は、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナル

　　ケア」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。入所者の生活様式に

敷　　地 　５１６４．１５㎡

　　が可能となる環境や、経管栄養や喀痰吸引等を中心とした日常的・継続的な医学管理や充実し

　　た看取りやターミナルケア体制が求められます。

　（２）運営方針

　　当施設では、長期にわたり療養が必要な要介護状態にある利用者に対して、入所者が有する

　　能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営む事が出来るよう、施設サービス計画に基づ

　　いて医学管理の下、医療、日常的に必要とされるリハビリテーション、看護、介護を行い、

　　療養生活が出来る施設として入所者に寄り添った医療介護サービスに努めます。

　４．施設の概要

　（１）構造等

　構　造

　延べ床面積

　利用者定員

建　物

　鉄筋コンクリート造（耐火構造）

　１０５７．３２㎡

　５１名

　（２）構造等

面　積　等

　1室　 9.72㎡　～　11.48㎡

室　数設備の種類

５室　　 　1室　25.83㎡　～　29.21㎡

　個室

　２人部屋

　３人部屋

　４人部屋 ２室　　 　1室　31.95㎡　～　34.95㎡

療養室

　　６室　　

１１室　　 　1室　15.56㎡　～　21.43㎡



　画像診断検査

　施設の事務等に従事

　入所者の食事の提供

職　務　内　容

　職員を指揮監督し、施設の管理・監督

　入所者の病状及び心身の医学的対応

　調剤及び医薬品の供給・管理

　相談・サービス計画の作成

　適切な看護等サービスの提供

　適切な介護等サービスの提供

　栄養管理等サービスの提供

　機能回復訓練等サービスの提供

　処置室 　　２室 　1階　13.62㎡　，　2階　13.05㎡

　診療放射線技師

　事務員

　調理員

　介護職員

　栄養士（管理栄養士）

　リハビリ専門職

　薬剤師

　介護支援専門員

　看護職員

　医師

　診療放射線技師

　介護支援専門員 　１人以上

　看護職員 　９人以上

　１００対１（施設で１以上）

　５．職員の配置状況・勤務体制

職　種 配置数（常勤換算）

　管理者 　１人（医師が兼務）

配置基準

　医師 　１．１人以上

　薬剤師 　０．５人以上

　４８対１（施設で３以上）

　１５０対１

職　種

　管理者

　適当数

　調理員 　適当数

　６対１

　事務員 　適当数

　介護職員 　１３人以上

　栄養士（管理栄養士） 　１人

　５対１（介護報酬上　５：１～４：１）

　定員１００以上で１人

　リハビリ専門職 　 　適当数

　機能訓練室 　　２室 　1階　114.88㎡　，　2階　59.87㎡

　食堂兼談話室 　　２室   59.87㎡

設備の種類 室　数 面　積　等

　診察室 　　１室 　1階　11.72㎡

　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾙｰﾑ 　　１室 　30.68㎡

　浴室 　　２室 　40.19㎡

　サービスステーション 　　１ケ所 　35.45㎡

　洗面所 　　３ケ所  　3.16㎡

　トイレ 　　３ケ所   24.48㎡
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　　介護保険給付対象サービスを利用する場合は、１日あたり下記の自己負担額をお支払い

　　頂きます。負担割合は１割から３割です。　　　　　　　　　　　　　　１単位　10.14円

要介護５要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４要介護度

　栄養管理及び栄養ケア

　入　　浴

　排　　泄

　離床・着替え・整容等

　（２）サービス利用料金

　相談及び援助

に、排泄の自立の可能性について検討します。

　生活機能低下の防止のため、出来る限り離床に配慮し

生活のリズムを考え、清潔で快適な生活が送れるよう、

適切な整容が行われるよう援助します。

　入所者とそのご家族等からのご相談に応じます。

　心身の状態の維持、改善の基礎となる栄養管理サービス

を提供します。

　週２回以上の入浴を行います。心身等の状況に応じて

清拭となる場合があります。

　心身の状況に応じて適切な排泄支援、介助を行うととも

　入所者の病状に合わせた医療・看護を提供します。　医療・看護

　理学療法士、作業療法士により、入所者の心身等の状況

に応じて、日常生活を送るのに必要な機能回復又は低下を

防止するための訓練を実施します。

　機能訓練

　朝　食　　７時３０分　～　　８時３０分まで

　昼　食　１１時３０分　～　１２時３０分まで

　夕　食　１７時００分　～　１８時００分まで

　管理栄養士の立てる献立表により、栄養、入所者の身体

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。食事はでき

るだけ離床して食堂でとって頂けるよう配慮します。

　食　　事

者の希望を踏まえて、施設サービス計画を作成します。

その施設サービス計画に基づいて、安心して療養生活が

続けられるよう支援します。

　施設サービス計画の作成

 （食事時間）

　６．施設サービスの内容及び利用料金

　（１）介護保険給付対象サービス内容

対象サービス 内　　　容

　当施設は、入所者の直面している課題等を評価し、入所



　（３）加算について

　栄養状態、心身の状況、嗜好を踏まえた食事

の調整等を実施し、栄養状態等の情報を厚生労働

省に提出し、施設サービスに活用している場合。

　経口維持加算（Ⅰ） 400単位／月

　栄養マネジメント
　　　　　　強化加算

11単位／日

　摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方

を対象とし、経口による食事摂取を維持できた

場合に加算する。

（Ⅰ）著しい誤嚥が認められる者を対象とし、

他職種の者が共同して食事の観察及び会議等を

行い計画書を作成。

　　※　利用単位に地域単価10.14円を掛けるため、端数処理により金額が若干異なる場合が

　　　　あります。

　退所前連携加算

　居宅介護支援事業者に対して、診療状況を
500単位／回
（1回限度）

連携して行った場合。

文書で情報提供し、居宅サービスの調整を

400単位／回
（1回限度）

　退所時指導等加算

　入所者に居宅における外泊を認めた場合。

ただし、外泊の初日・最終日は除く。

　夜勤を行う職員基準により加算。

夜間勤務等看護（Ⅲ）

　入所期間が1月を超える入所者が退所し、

　外泊時費用

　夜間勤務等看護加算

362単位／日

14単位／日

数を加算する。

　初期加算

　　※　日常的な医療とは別に必要となった特別な医療については、医療保険の対象となり

　　　　ますので、医療保険における自己負担額をお支払い頂きます。

加算種類 内　　容 サービス費

30単位／日

　入所した日から起算して30日以内の期間に

ついては、初期加算として1日につき所定単位

　退所が見込まれる者をその居宅において試行

的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを

提供する場合。

800単位／日
（月6日限度）

　試行的退所サービス費

　退所時情報提供加算
500単位／回
（1回限度）

その居宅において療養を継続する場合、退所時

に入所者及び家族に退所後の療養上の指導を

行った場合。

　退所後の主治医（社会福祉施設）に対して、

　他科受診時費用

　入所者の退所時に、訪問看護指示書を交付

した場合。
　訪問看護指示加算

　経口移行加算

　経管により食事を摂取する入所者について、

１単位　10.14円

300単位／回
（1回限度）

利用者の診療状況を文書で紹介を行った場合。

　入所者に対し専門的な診療が必要になった
362単位／日

（月4日限度）
場合であって、入所者に対し病院等で診療が

行われた場合。

28単位／日
（180日限度）

経口摂取を進める為に、医師の指示に基づく

栄養管理を行う場合。



　（４）特別診療費について

経口維持加算（Ⅱ） 100単位／月

　介護職員処遇
　　　改善加算（Ⅲ）

　介護職員の処遇改善を目的に、基準に適合 所定単位数に
１％を乗じた

単位数
している施設が、入所者に対しサービスを行っ

た場合

１単位　10.14円

加算種類 内　　容 サービス費

　介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が

100分の75以上。

　安全対策体制加算

　外部研修を受けた担当者が配置され、施設内

サービス費

6単位／日　感染対策指導管理

20単位／回
（入所時1回）

　入所者ごとの褥瘡対策等に係る情報を厚生労働

に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を

実施する体制が整備されている場合。

　科学的介護推進
　　　体制加算（Ⅱ）

　ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症、心身

60単位／月の状況、疾病、服薬等の情報を厚生労働省に

提出し、施設サービスに活用している場合。

（Ⅱ）食事の観察及び会議に医師（配置医師

除く）・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士

いずれか1名以上が加わった場合。

特別診療費種類 内　　容

　介護職員等ベース
   アップ等支援加算

　介護職員等の処遇改善を目的に、基準に適合 所定単位数に
０．５％を

乗じた単位数
している施設が、入所者に対しサービスを行っ

た場合

6単位／日　褥瘡対策指導管理（Ⅰ）

省に提出し、褥瘡リスクのある入所者に褥瘡の発

生が無い場合。

10単位／月　褥瘡対策指導管理（Ⅱ）

がランクB以上に該当する入所者の方。

　やむを得ない事情により行われるリハビリ

テーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

について、医科診療報酬点数表に10円を乗じて

得た額を算定。

 （２）特定治療

医科診療報酬
点数表により
算定する点数
に10円を乗じ

た額

１単位　10円

　長期療養生活
　　　　　移行加算

60単位／日
（90日間）

具体的な技術的助言及び指導をした場合。

　歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の

入所者に対して口腔ケアを実施し、介護職員へ　口腔衛生管理加算 Ⅰ 90単位／月

　療養食加算 　医師の食事箋に基づき療養食を提供した場合
6単位／食

（1日3回限度）

518単位／日

（1月1回

3日限度）

　サービス提供体制
　　　　強化加算（Ⅲ）

6単位／日

　緊急時施設診療費

 （１）緊急時治療管理

必要となる場合において緊急的な治療管理とし

　入所者が療養病床に1年間以上入院していた

患者が入所した場合、入所した日から90日間に

限り算定可能。

　施設内感染防止対策委員会が設置され、対策

がなされている場合。

　褥瘡対策チームが設置され、日常生活自立度

て投薬、検査、注射、処置等を行った場合

1月に1回、連続する3日を限度として算定。

　入所者の病状が重篤となり救急救命医療が



を厚生労働省に提出し、施設サービスに活用し　情報提供による加算

ている場合。

33単位／月

１単位　10円

特別診療費種類 内　　容 サービス費

　理容師の出張による理髪サービスをご利用

　頂けます。

2,000～2,300
円／回

　理美容代

　特別な療養室 1,100円／日

　病衣レンタル料 88円／日

300円／袋　洗濯代

660円／日
　テレビ・冷蔵庫
　レンタル料

　日常生活費 150円／日

　ご希望される方には貸与します。

　ご希望により私物の洗濯を致します。

　ご希望される方は、テレビ・冷蔵庫の

　レンタルをご利用頂けます。

　歯ブラシ、シャンプー等提供します。

種　　類 内　　容 利用料金

　個室をご用意します。

123単位／回

　（５）介護保険給付対象外のサービス

集中的に理学療法、作業療法等を行った場合

に所定単位数を算定。

　短期集中
　リハビリテーション

240単位／日

　摂食機能療法

　摂食機能障害を有するものに対して、摂食

208単位／日

限度として所定単位数を算定。

　情報提供による加算
　入所者ごとの服薬情報等を厚生労働省に提出

し、施設サービスに活用している場合。
20単位／月

　リハビリテーション実施計画の内容等の情報

　初期入所診療管理

　入所に際して医師が必要な診察、検査等を

　病院での診療の必要を認め、病院に対して

入所者の診療状況を示す文書を添えて紹介を

行った場合。

た場合。1回につき50単位を加算。

　薬剤管理指導
週1回

月4回限度

　薬剤師が医師の同意を得て、薬剤管理指導

250単位／回行い、診療方針を定めて文書で説明を行った

場合。

　理学療法（Ⅰ）
　作業療法

内　　容

18単位／日　重症皮膚潰瘍管理指導

350単位／週

種　　類 利用料金

　　以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。

記録に基づき、直接服薬指導を行った場合。

　入所者に対し、理学療法・作業療法が行われ

た場合。

　入所した日から起算して3月以内の期間に

　重症な皮膚潰瘍を有している入所者に対し、

計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要

な指導を行った場合。

機能療法を30分以上行った場合、1月に4回を

　医学情報提供（Ⅰ） 220単位／回

　疼痛緩和の為に必要な薬学的管理指導を行っ



・第１段階　　市民税非課税世帯・老齢福祉年金受給者　，　生活保護受給者

　　します。自動引き落とし（口座振替）が困難な場合は、会計窓口にて現金でお支払い下さい。

　　お支払い（引き落とし）が完了しましたら、押印した「領収書」をお渡し致します。

・第３段階②　市民税非課税世帯で、本人の「合計所得金額＋年金収入額」が120万超

・第２段階　　市民税非課税世帯で、本人の「合計所得金額＋年金収入額」が80万以下

・第３段階①　市民税非課税世帯で、本人の「合計所得金額＋年金収入額」が80万超120万以下

377円 0円 370円 370円多床室

個　室
居住費

食　　費 1,445円 300円 390円

　７．ご利用料金のお支払い方法

　外科，内科，胃腸内科，人工透析内科，呼吸器内科，小児科

　循環器内科，整形外科，脳神経外科，リウマチ科，泌尿器科

　皮膚科，リハビリテーション科，心臓血管外科

　有り　５７床

　診療科

　入院設備

　歯科医療機関名 　花トピアクリニック

　　原則、ご利用料金は銀行預金から自動引き落とし（口座振替）させて頂きます。

　　※　入所費等は１ヵ月毎に月末で締め、翌月１７日（１７日が金融機関の営業日で無い場合

　　は翌平日）に引き落としさせて頂きます。毎月１０日前後に、前月分の「請求書」を発送

　８．協力医療機関

　医療機関名 　医療法人　馨仁会　藤掛病院

　所在地 　岐阜県可児市広見８７６

　電話番号

650円

1,668円 490円 490円 1,310円

370円

1,310円

1,360円

　　　んのでご注意ください。

基準額 第１段階 第２段階 第３段階①利用者の所得段階

　　※　居住費・食費については、下記表の通り国が定める負担限度額段階で1ヶ月に負担する

　　　上限額と、1日に負担する居住費・食費が設定されています。

　　　　ご本人の住所地の市町村役場（介護保険係）に申請をして「介護保険負担限度額認定

　　　証」を受け、施設へ提示して下さい。補足給付（「特定入所者介護サービス費」として

　　　介護保険から給付）を受ける事ができます。ただし、介護保険料滞納者には該当しませ

第３段階②

　（０５７４）６２－００３０

　所在地 　岐阜県可児市瀬田１６４６番地の３

　電話番号 （０５７４）６４－００８７

　９．緊急時の対応方法

　・当施設は入所者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療

　　機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

　・当施設は入所者に対し、当施設における介護保険サービスでの対応が困難な状態、又は

　　専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門機関を紹介します。

　・入所中に心身の状態が急変した場合、当施設は指定の緊急時の連絡先に速やかにご連絡

　　いたします。



　消防・防災計画

　災害時における施設の被災状況を市に報告するとともに、可児市

　地域防災計画の推進を図る。

　可児地域防災計画
　への協力

　１０．事故発生時の対応

　　当施設は入所者に対する介護保険施設サービスの提供により、事故が発生した場合、当施設

　　に定めるマニュアルに沿って対応いたします。

　　②　居宅介護支援事業者等との連携

　　③　入所者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知

　１１．身体的拘束等

　　当施設は原則として入所者に対し身体的拘束を行いません。ただし自傷他害の恐れがある等、

　　べき義務として明記されていることから、情報提供を行う事とします。

　　①　サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等

　　緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は担当医師が判断し、身体的拘束その他入所者の行動

　　を制限する行為を行う事があります。その場合には、担当職員がその態様及び時間、その際の

　　入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由をご家族に説明し、同意を得た上で診療録に

　　記載する事とします。

　１２．秘密の保持及び個人情報の保護

　　当施設とその職員は当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た入所者又はその

　　家族若しくは身元引受人に関する個人情報を適切に取り扱います。また正当な理由なく第三

　　者に漏らしません。ただし例外として、次の各号については法令上、介護関係事業者が行う

　自動火災報知機 有り 　

　誘導灯 有り

　　④　入所者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等

　　⑤　生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する

　　　　場合等）

　　※　前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。

　１３．非常災害時等の対策

  設置備品等は防炎性能のあるものを使用しております。

　別途定める当施設の消防計画及び風水害、地震等災害に対する

　防災計画および業務継続計画に則り対応します。

　別途に定める当施設の消防計画に則り年２回、昼間及び夜間を

　非常時の対応

　想定した避難訓練を入所者の方も参加して行います。

設置

　ガス漏れ報知機 有り

設備名称 設備名称 設置

　平常時の訓練等

　防災設備

　スプリンクラー 有り 　屋内消火栓 有り

　避難階段 有り 　非常通報装置 有り

　消防署への届出日（直近）：　令和　４年　４月　４日

　防火管理者　：　事務長　白石　卓也



　所在地　　：　岐阜県岐阜市下奈良２－２－１

　電話番号　：（０５８）２７５－９８２６

　開所時間　：　平日　９時００分～１７時００分

　可児市役所
　　高齢福祉課
　　介護保険課

　可茂県事務所
　　福祉課

　岐阜県国民健康
　保健団体連合会
　　苦情相談窓口

　※　公的機関においても相談・苦情の申し立てが出来ます。

　所在地　　：　岐阜県可児市広見１－１

　電話番号　：（０５７４）６２－１１１１

　開所時間　：　平日　８時３０分～１７時１５分

　所在地　　：　岐阜県美濃加茂市古井町下古井２６１０－１

　電話番号　：（０５７４）２５－３１１１

　開所時間　：　平日　８時３０分～１７時１５分

　迷惑行為等

　所持金品の管理

　施設利用中の食事は、特段の事情が無い限り施設の提供する

　ご理解とご協力をお願い致します。

　ご利用方法

　□　電話　：　（０５７４）６２－００３０

　□　面会　：　当施設相談室

　食事をお召し上がり頂きます。

　感染対策により、面会をお断りする場合がございます。

　騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。

　又、むやみに他の入所者の居室等に立ち寄らないで下さい。

　所持金品は自己責任で管理をお願いします。

　多額の金品の持込みはご遠慮下さい。

　施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動

　□　ご意見・苦情箱（声のポスト）

　　　設置場所　３ケ所（　外来・病棟入口，施設食堂前廊下　）

　１５．相談窓口・苦情対応について

　窓口担当者　：　介護支援専門員　　長谷川　牧子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪本　早百合

　ご利用時間　：　９時～１７時３０分

　はご遠慮下さい。

　施設内へのペット、植物の持込み及び飼育はお断りします。

　防犯や入所者の安全の為に、各階フロア・廊下・出入口に

　モニターカメラを設置しています。

　宗教・政治活動

　動植物の飼育

　防犯・安全対策

　施設相談窓口

　来訪・面会時間

　外出・外泊される場合は、事前に職員にお申し出下さい。

　「外出・外泊届」をご記入頂きます。
　外出・外泊

　施設内の療養室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用

　下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、

　弁償して頂く事があります。

　健康増進法第２５条により、敷地内禁煙とさせて頂きます。

　居室・設備・器具
　の利用

　喫　煙

　食　事

　１４．施設のご利用にあたって守って頂きたい事項

　面会時間　：　１１時～２０時まで

　来訪者は面会時間を遵守し、その都度職員にお申し出下さい。



（　附　則　）

　令和５年７月１日　一部変更（栄養マネジメント強化加算，褥瘡対策指導管理（Ⅱ），

　　　　　　　　　　　　　　　薬剤管理、理学療法・作業療法の情報提供による加算）

（　附　則　）

　令和５年４月１日　一部変更（介護職員処遇改善加算（Ⅲ），

　　　　　　　　　　　　　　　介護職員等ベースアップ等支援加算）

（　附　則　）

　令和４年７月１日　一部変更（科学的介護推進体制加算（Ⅱ）・ご利用料金のお支払い方法）

（　附　則　）

　令和４年４月４日　一部変更（法人代表者変更／消防・防災計画届出日）

（　附　則　）

　この重要事項説明書は、令和３年４月１日より施行する。

（　附　則　）

　令和３年６月１日　一部変更（協力医療機関）

（　附　則　）

　令和３年８月１日　一部変更（居住費・食費／所得段階，費用）

（　附　則　）

　令和６年１月１日　一部変更（入所定員変更　他）


